
 

利府町地域おこし協力隊（海業創出）支援業務委託仕様書 

 

 利府町地域おこし協力隊（海業創出）支援業務委託の業務内容及び業務範囲は

この仕様書による。 

 

１ 委託業務名 

（１）業 務 名：令和５年度 利商観委第１６号  

        利府町地域おこし協力隊（海業創出）支援業務委託 

（２）業務場所：利府町内 

 

２ 委託期間 

  令和５年９月１日から令和８年３月３１日まで 

（令和５年度から令和７年度まで） 

 

３ 業務内容 

  受託者は、国の「地域おこし協力隊推進要綱」（平成２１年３月３１日制定）、

「利府町地域おこし協力隊設置要綱」（令和４年７月７日町長決裁）及び公募の

際の提案内容に基づき、以下の事業を実施する。 

  なお、事業実施にあたっては、受託者は利府町と密接に連携を図り、事業を

円滑に推進できるよう、定期的に利府町と打ち合わせ等を実施するとともに、

打ち合わせ記録簿等を整備するものとする。 

（１）地域おこし協力隊の募集、選考及び雇用 

   受託者は、「６隊員の活動（２）活動内容」に係る隊員の募集広報及び選考

を実施し、採用候補者として決定した者を隊員として雇用するものとする。 

   募集に際しては、隊員活動の遂行に興味・意欲のある者へ戦略的にアプロ

ーチできるよう、募集内容を広く周知し、以下の項目を含めた募集活動の提

案・実施を行うこと。 

  ① 応募書類に関する資料の作成 

  ② 民間ポータルサイト等を活用した情報発信 

  ③ 募集説明会の開催（会場実施、オンラインなど形式は問わない。） 

（２）計画準備 

   受託者は、公募の際の提案内容に基づき、利府町と協議の上、業務実施計

画書を作成し、利府町の承認を受けること。また、業務実施計画に変更が生

じた場合は、随時、業務変更計画書を提出しなければならない。 



（３）地域おこし協力隊員の研修・育成 

   受託者は、隊員が円滑に活動することができるよう、利府町及び関係機関

と連携しながら、隊員の資質向上に努めるとともに、活動に関する技能向上

や生活支援等を実施する。 

（４）地域おこし協力隊員の活動管理・支援 

   受託者は、隊員が実施する活動の管理、支援を行う。 

（５）事業実績報告書の作成 

   受託者は、四半期ごとに隊員の活動内容等を取りまとめ、事業実績報告書

を作成し、利府町に提出する。 

 

４ 隊員の雇用条件等 

（１）雇用期間 

   隊員の雇用期間は、委嘱の日から委嘱日の属する年度の末日までとする。 

   ただし、利府町地域おこし協力隊設置要綱第１５条第２項及び第３項の規

定により、委嘱期間を延長した隊員に限り、同様に雇用期間を延長すること

ができるものとする。 

（２）給与等 

   隊員の給与等については、利府町と協議し、受託者が定めるものとする。 

（３）住所等要件 

   雇用の対象は、３大都市圏をはじめとする都市地域等に在住し、採用後３

か月以内に利府町に住民登録の上、実際に居住する者とする。その他、総務

省の地域おこし協力隊の要件を満たすこと。 

 

５ 隊員の指導管理 

（１）受託者は、労働基準法や関連法令を遵守し、隊員の雇用、指導及び管理を

すること。 

（２）受託者は、本業務を円滑に進め、かつ、隊員と地域住民等との間でトラブ

ルが生じないよう、責任者を設置するものとする。 

（３）受託者は、活動区域で活動する隊員の身分を明らかにするため身分証明書

の交付を受けるものとし、交付を受けた隊員にこれを常に携帯させなければ

ならない。 

（４）受託者は、利府町と常に密接な連絡を取り、業務が円滑に推進できるよう

必要に応じて打ち合わせ等を実施するとともに、打ち合わせ記録簿等を整備

し、打ち合わせや連絡の内容等を相互に確認するものとする。 

 



６ 隊員の活動 

（１）活動区域 

   隊員の活動区域は、利府町全域を基本とする。 

（２）活動内容 

   本町の地域課題解決及び地域活性化に係る以下の活動とする。 

① 観光漁業に関する技術や知識の習得（体験漁（刺し網、追い込み漁、シ

ラス網掬い）や島めぐり案内などを体験） 

② 松島湾を基軸とした広域連携による「周遊観光プログラム」の企画運営 

③ 観光イベントや町事業との連携による宣伝や集客の取り組み 

④ ＳＮＳを活用した情報発信 

⑤ その他、観光振興に資する技術習得や海産物づくりに向けた取り組み 

⑥ 地域との円滑な関係性を構築するため、町内会等で開催される行事や活

動に積極的に参加すること。 

（３）活動経費等 

   隊員の活動に必要な経費等については、委託料の範囲内で受託者が支払う

ものとする。なお、活動経費等について疑義が生じた場合には、速やかに利

府町と協議を行いその指示に従うこととする。 

（４）その他 

四半期ごとに協力隊活動報告書を作成し、受託者を経由して利府町に提出

するものとする。 

 

７ 委託の対象となる経費 

  委託する業務に係る経費は、次のとおりとする。 

（１）隊員の募集・選考等に要する経費で、次に掲げるもの 

  ① 隊員の募集に際しての資料の作成や印刷費用等 

  ② 隊員の募集・選考に関する通信・広報・事務に係る費用 

（２）隊員の管理に要する経費で、次に掲げるもの 

  ① 管理に係る事務経費及び旅費 

  ② その他、隊員の管理に要する経費として認められるもの 

（３） 隊員の管理に要する経費で、次に掲げるもの 

  ① 隊員の給与等（名称に関わらず、隊員の個人収入となるもの） 

  ② 隊員の社会保険料等 

  ③ 隊員の活動に要する事務経費 

  ④ 隊員の活用に要するパソコン等の賃借料 

  ⑤ 隊員の活用に要する器具の故障などに対する修繕費 



  ⑥ 隊員の研修に対する研修先への謝金 

  ⑦ 隊員の研修プログラム等への参加費及びそれに要する旅費 

  ⑧ 隊員が住居から隊員としての活動現場への移動やその活動に使用する自

動車等の借り上げ料及び燃料費 

  ⑨ 隊員としての活動で受けた障害に対応するための保険料 

  ⑩ その他、隊員の活動として認められる経費 

（４）隊員の生活支援に要する経費は、隊員が地域で生活するための住居確保に

要する経費とする。 

 

８ 会計処理 

  利府町が受託者に委託する業務の会計経理は、次によるものとする。 

（１）本委託事業専用の帳簿を設け、事業費内訳書の費目の区分に従い整理する

こと。 

（２）支出の根拠となる次の項目が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を

保存すること。 

  ① 宛先として、受託者名が記載されていること 

  ② 発行した日付 

  ③ 金額 

  ④ 購入した物品等の明確な内容 

  ⑤ 発行者の氏名、押印 

（３）類似の他の補助事業を重複して実施する場合には、補助対象の範囲を仕分

け、二重補助とならないよう経理を仕分けること 

（４）本業務の成果品は以下のとおりとする。 

① 中間報告書（令和５年度及び令和６年度） 

提出物：業務報告書（正本１部、副本１部）、 

CD-ROM 等の電子データ 1 枚 

② 最終報告書（令和７年度） 

提出物：業務報告書（正本１部、副本１部） 

CD-ROM 等の電子データ１枚 

（５）支払いについては、月払い、四半期払い又は完了払いのいずれかとし、 

協議の上、決定する。ただし、特段の事情がある場合は、町と受託者が協 

議の上、決定するものとする。  

（６）本委託業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度の翌年度から

起算して５年間保管すること。 

 



９ 事業の中止又は廃止 

本事業の中止又は廃止をする場合は、次の事項に該当する場合とし、隊員が

活動を継続するための措置を講じた上で、町長に報告し、承認を受けるものと

する。 

（１）受託者の経営状況の変化等により、本事業の継続が不可能となった場合 

（２）隊員が活動の辞退を申し出るなど、本事業の継続が不可能となった場合 

（３）その他重大な事由により、本事業の継続が不可能となった場合 

 

１０ 事業実績報告書及び検査 

（１）受託者は、下記により事業実績報告書を作成し、これを本事業完了後速や

かに町長に提出するものとする。ただし、本事業を廃止した受託者は、町長

の承認を受けた日から３０日以内に事業報告書を町長に提出しなければな

らない。 

（２）町長は、前項の報告書の提出を受けた場合、業務委託契約の執行状況を検

査し、必要がある場合は、受託者に対し指導を行うものとする。 

 

１１ 支援体制等 

（１）受託者は、隊員の活動にあたって、地域住民、地域の各種団体、町を含む

関係機関の協力が得られるよう、また、連携関係が構築されるよう努め、こ

れら関係者等との連絡調整を綿密に実施すること。 

（２）隊員の活動内容により、必要な場合は、町と協議の上、総務省で実施して

いるおためし地域おこし協力隊制度を活用することができるものとする。 

 

１２ 関係法令及び条例の遵守 

（１）受託者は、本業務の実施にあたり、関連する法令及び条例等を遵守しなけ

ればならない。 

（２）受託者は、本業務により知り得た情報を業務中及び完了後も他に漏らして

はならない。また、隊員及び隊員であった者に対しても同様に秘密を保持す

るための処置を講じなければならない。 

 

１３ 成果品の使用 

  本業務による成果品に対する権利は、町に帰属するものとし、使用及び公表

する場合は、町の承諾を得なければならない。 

 

 



１４ その他 

（１）委託業務に関する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存するものとす

る。 

 


